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(57)【要約】
【課題】調剤作業における薬品のピッキング作業を効率
化させることを目的とする。
【解決手段】マーカ読取部２２は、薬品棚に対応して設
けられたマーカを読み取る。薬品読取部２３は、薬品の
種類を識別する薬品コードを読み取る。表示部２４は、
ヘッドマウント型のディスプレイを介して見える風景上
の位置であって、マーカ読取部２２によって読み取られ
たマーカに対応する薬品棚における処方対象の薬品が置
かれた位置に重畳させて、薬品読取部２３によってその
位置に置かれた薬品の薬品コードが読み取られたか否か
に応じて異なる画像を表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　調剤作業を支援するヘッドマウント型のディスプレイを有する調剤支援装置であり、
　薬品棚に対応して設けられたマーカを読み取るマーカ読取部と、
　薬品の種類を識別する薬品コードを読み取る薬品読取部と、
　前記ディスプレイを介して見える風景上の位置であって、前記マーカ読取部によって読
み取られたマーカに対応する薬品棚における処方対象の薬品が置かれた位置に重畳させて
、前記薬品読取部によって前記位置に置かれた薬品の薬品コードが読み取られたか否かに
応じて異なる画像を前記ディスプレイに表示する表示部と
を備える調剤支援装置。
【請求項２】
　前記調剤支援装置は、さらに、
　１つの処方箋についての処方対象の薬品についての薬品コードを取得する取得部
を備え、
　前記表示部は、前記取得部によって取得された薬品コードが示す処方対象の薬品につい
て、その薬品が置かれた位置に重畳させて、その薬品の薬品コードが読み取られたか否か
に応じて異なる画像を表示する
請求項１に記載の調剤支援装置。
【請求項３】
　前記表示部は、薬品の剤形に応じて異なる画像を表示する
請求項１又は２に記載の調剤支援装置。
【請求項４】
　前記表示部は、一部の剤形の薬品について前記画像を表示し、前記薬品読取部によって
前記一部の剤形の薬品の薬品コードが読み取られた後に、他の剤形の薬品について前記画
像を表示する
請求項１から３までのいずれか１項に記載の調剤支援装置。
【請求項５】
　前記表示部は、薬品の安全度に応じて異なる画像を表示する
請求項１から４までのいずれか１項に記載の調剤支援装置。
【請求項６】
　前記表示部は、安全度の高い一部の薬品について前記画像を表示し、前記薬品読取部に
よって前記一部の剤形の薬品の薬品コードが読み取られた後に、安全度の低い他の薬品に
ついて前記画像を表示する
請求項１から５までのいずれかに記載の調剤支援装置。
【請求項７】
　前記薬品コードは、前記薬品の容器と、前記薬品棚における前記薬品が置かれた位置と
の少なくともいずれかに示された
請求項１から６までのいずれかに記載の調剤支援装置。
【請求項８】
　前記表示部は、さらに、前記マーカ読取部によって読み取られたマーカに対応する薬品
棚以外の他の薬品棚に処方対象の薬品が置かれている場合には、処方対象の薬品が置かれ
ている前記他の薬品棚の方向を示す画像を表示する
請求項１から７までのいずれかに記載の調剤支援装置。
【請求項９】
　調剤作業を支援するヘッドマウント型のディスプレイで用いられる調剤支援プログラム
であり、
　薬品棚に対応して設けられたマーカを読み取るマーカ読取処理と、
　薬品の種類を識別する薬品コードを読み取るＩＤ読取処理と、
　前記ディスプレイを介して見える風景上の位置であって、前記マーカ読取処理で読み取
られたマーカに対応する薬品棚における処方対象の薬品が置かれた位置に重畳させて、前
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記ＩＤ読取処理で前記位置に置かれた薬品の薬品コードが読み取られたか否かに応じて異
なる画像を前記ディスプレイに表示する表示処理と
をコンピュータに実行させる調剤支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、調剤作業を支援する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　調剤作業では、まず薬剤師等の作業者は、薬品棚から処方対象の薬品をピッキングする
。そして、作業者は、ピッキングされた薬品を袋詰めする等して、患者に薬品を引き渡す
。薬品をピッキングする際、作業者は薬品の容器等に付された薬品コードをスキャナで読
み取る。すると、読み取られた薬品コードが、処方箋の薬品コードと突き合わされ、正し
い薬品がピッキングされたかが確認される。
【０００３】
　薬局では多くの薬品が管理されている。慣れた作業者がよく処方される薬品をピッキン
グする場合、すぐに薬品を見つけることができる。しかし、慣れていない作業者がピッキ
ングする場合と、あまり処方されない薬品をピッキングする場合とには、薬品を見つける
ことに時間がかかってしまう。慣れていない作業者とは、具体例としては、新人の作業者
と、他の店舗から応援に来た作業者とである。
【０００４】
　特許文献１には、薬品の自動ピッキングシステムについて記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第２０１１／０８４６７２号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　調剤時間を短くできれば、薬品を受け取りにきた患者の待ち時間を短くすることができ
る。しかし、薬品のピッキングに時間がかかってしまう場合がある。特許文献１に記載さ
れたような薬品を自動的にピッキングできるシステムを導入できれば、ピッキング作業に
かかる時間を短くできる可能性がある。しかし、コスト及び設置場所といった面から導入
は困難である。
　この発明は、薬品のピッキング作業を効率化させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係る調剤支援装置は、
　調剤作業を支援するヘッドマウント型のディスプレイを有する調剤支援装置であり、
　薬品棚に対応して設けられたマーカを読み取るマーカ読取部と、
　薬品の種類を識別する薬品コードを読み取る薬品読取部と、
　前記ディスプレイを介して見える風景上の位置であって、前記マーカ読取部によって読
み取られたマーカに対応する薬品棚における処方対象の薬品が置かれた位置に重畳させて
、前記薬品読取部によって前記位置に置かれた薬品の薬品コードが読み取られたか否かに
応じて異なる画像を前記ディスプレイに表示する表示部と
を備える。
【０００８】
　前記調剤支援装置は、さらに、
　１つの処方箋についての処方対象の薬品についての薬品コードを取得する取得部
を備え、
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　前記表示部は、前記取得部によって取得された薬品コードが示す処方対象の薬品につい
て、その薬品が置かれた位置に重畳させて、その薬品の薬品コードが読み取られたか否か
に応じて異なる画像を表示する。
【０００９】
　前記表示部は、薬品の剤形に応じて異なる画像を表示する。
【００１０】
　前記表示部は、一部の剤形の薬品について前記画像を表示し、前記薬品読取部によって
前記一部の剤形の薬品の薬品コードが読み取られた後に、他の剤形の薬品について前記画
像を表示する。
【００１１】
　前記表示部は、薬品の安全度に応じて異なる画像を表示する。
【００１２】
　前記表示部は、安全度の高い一部の薬品について前記画像を表示し、前記薬品読取部に
よって前記一部の剤形の薬品の薬品コードが読み取られた後に、安全度の低い他の薬品に
ついて前記画像を表示する。
【００１３】
　前記薬品コードは、前記薬品の容器と、前記薬品棚における前記薬品が置かれた位置と
の少なくともいずれかに示された。
【００１４】
　前記表示部は、さらに、前記マーカ読取部によって読み取られたマーカに対応する薬品
棚以外の他の薬品棚に処方対象の薬品が置かれている場合には、処方対象の薬品が置かれ
ている前記他の薬品棚の方向を示す画像を表示する。
【００１５】
　この発明に係る調剤支援プログラムは、
　調剤作業を支援するヘッドマウント型のディスプレイで用いられる調剤支援プログラム
であり、
　薬品棚に対応して設けられたマーカを読み取るマーカ読取処理と、
　薬品の種類を識別する薬品コードを読み取るＩＤ読取処理と、
　前記ディスプレイを介して見える風景上の位置であって、前記マーカ読取処理で読み取
られたマーカに対応する薬品棚における処方対象の薬品が置かれた位置に重畳させて、前
記ＩＤ読取処理で前記位置に置かれた薬品の薬品コードが読み取られたか否かに応じて異
なる画像を前記ディスプレイに表示する表示処理と
をコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明では、ヘッドマウント型のディスプレイを介して見える風景上の、処方対象の
薬品が置かれた位置に画像が表示される。これにより、作業者は、処方対象の薬品が置か
れた位置を速やかに特定できる。また、この発明では、薬品コードが読み取られていない
薬品と薬品コードが読み取られた薬品とで異なる画像が表示される。これにより、既にピ
ッキング済の薬品を重複してピッキングすることを防止できる。したがって、薬品のピッ
キング作業を効率化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施の形態１に係る調剤支援装置１０の構成図。
【図２】実施の形態１に係る棚番データ１２３を示す図。
【図３】実施の形態１に係る薬品データ１２４を示す図。
【図４】実施の形態１に係る座標の説明図。
【図５】実施の形態１に係る調剤支援装置１０の動作を示すフローチャート。
【図６】実施の形態１に係るステップＳ３の明細処理の説明図。
【図７】実施の形態１に係るステップＳ４のマーカ読取処理の説明図。
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【図８】実施の形態１に係るステップＳ５の位置表示処理の説明図。
【図９】実施の形態１に係るステップＳ７の表示変換処理の説明図。
【図１０】変形例１に係る調剤支援装置１０の構成図。
【図１１】実施の形態２に係るステップＳ５の位置表示処理の説明図。
【図１２】実施の形態３に係るステップＳ５の位置表示処理の説明図。
【図１３】実施の形態４に係るステップＳ５の位置表示処理の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　実施の形態１．
　＊＊＊構成の説明＊＊＊
　図１を参照して、実施の形態１に係る調剤支援装置１０の構成を説明する。
　調剤支援装置１０は、作業者によって頭部に装着されるヘッドマウント型のコンピュー
タである。
　調剤支援装置１０は、プロセッサ１１と、記憶装置１２と、通信装置１３と、撮影装置
１４と、ディスプレイ１５とのハードウェアを備える。プロセッサ１１は、信号線を介し
て他のハードウェアと接続され、これら他のハードウェアを制御する。
【００１９】
　プロセッサ１１は、プロセッシングを行うＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉ
ｔ）である。プロセッサ１１は、具体例としては、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ
）、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）である。
【００２０】
　記憶装置１２は、メモリ１２１と、ストレージ１２２とを備える。メモリ１２１は、具
体例としては、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）である。ストレー
ジ１２２は、具体例としては、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）である。また
、ストレージ１２２は、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリカード、ＣＦ（Ｃ
ｏｍｐａｃｔＦｌａｓｈ）、ＮＡＮＤフラッシュ、フレキシブルディスク、光ディスク、
コンパクトディスク、ブルーレイ（登録商標）ディスク、ＤＶＤといった可搬記憶媒体で
あってもよい。
【００２１】
　通信装置１３は、処方箋の情報を管理するレセプトコンピュータ５０といった装置と通
信する装置である。通信装置１３は、具体例としては、ＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）である。
【００２２】
　撮影装置１４は、調剤支援装置１０を装着した利用者が見る方向を撮影する装置である
。撮影装置１４は、具体例としては、カメラである。
【００２３】
　ディスプレイ１５は、調剤支援装置１０を装着した利用者の少なくとも一方の目を覆う
ように設けられる。これにより、調剤支援装置１０を装着した利用者はディスプレイ１５
を介して風景を見ることになる。
　ディスプレイ１５を介して見える風景とは、実施の形態１では、ディスプレイを透過し
て見える実物である。しかし、ディスプレイ１５を介して見える風景とは、カメラによっ
て撮影され、ディスプレイ１５に映し出された映像、又は、コンピュータグラフィックに
よって作成され、ディスプレイ１５に映し出された映像であってもよい。
【００２４】
　調剤支援装置１０は、機能構成要素として、取得部２１と、マーカ読取部２２と、薬品
読取部２３と、表示部２４とを備える。取得部２１と、マーカ読取部２２と、薬品読取部
２３と、表示部２４との各部の機能はソフトウェアにより実現される。
　記憶装置１２のストレージ１２２には、調剤支援装置１０の各部の機能を実現するプロ
グラムが記憶されている。このプログラムは、プロセッサ１１によりメモリ１２１に読み



(6) JP 2017-174146 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

込まれ、プロセッサ１１によって実行される。これにより、調剤支援装置１０の各部の機
能が実現される。
【００２５】
　プロセッサ１１によって実現される各部の機能の処理の結果を示す情報とデータと信号
値と変数値は、メモリ１２１、又は、プロセッサ１１内のレジスタ又はキャッシュメモリ
に記憶される。以下の説明では、プロセッサ１１によって実現される各部の機能の処理の
結果を示す情報とデータと信号値と変数値は、メモリ１２１に記憶されるものとして説明
する。
【００２６】
　プロセッサ１１によって実現される各機能を実現するプログラムは、記憶装置１２に記
憶されているとした。しかし、このプログラムは、磁気ディスク、フレキシブルディスク
、光ディスク、コンパクトディスク、ブルーレイ（登録商標）ディスク、ＤＶＤといった
可搬記憶媒体に記憶されてもよい。
【００２７】
　図１では、プロセッサ１１は、１つだけ示されていた。しかし、プロセッサ１１は、複
数であってもよく、複数のプロセッサ１１が、各機能を実現するプログラムを連携して実
行してもよい。
【００２８】
　また、記憶装置１２のストレージ１２２には、棚番データ１２３と、薬品データ１２４
とが記憶されている。
　図２に示すように、棚番データ１２３は、薬品棚の識別子である棚番号毎に、棚名称と
、マーカと、マーカ情報とを示す。棚名称は、棚の識別可能な名称である。マーカは、薬
品棚を識別するための画像であり、薬品棚に対応して設けられる。マーカ情報は、マーカ
の位置を示すＸ座標及びＹ座標と、マーカのサイズとを含む。マーカの位置は、マーカの
中心位置である。
　図３に示すように、薬品データ１２４は、薬品の種類を識別する識別子である薬品コー
ド毎に、種別と、棚番号と、薬品位置とを示す。種別は、薬品の分類である。棚番号は、
薬品コードが示す薬品が置かれた薬品棚の識別子である。薬品位置は、薬品コードが示す
薬品が置かれた薬品棚における位置を示すＸ座標及びＹ座標である。
　図４に示すように、マーカの位置及び薬品位置を示すＸ座標及びＹ座標は、薬品棚の基
準点を原点（０，０）とした場合の座標である。図４では、基準点は、薬品棚の左上の座
標である。
【００２９】
　なお、棚番データ１２３及び薬品データ１２４は、ストレージ１２２ではなくレセプト
コンピュータ３０といった外部の装置に記憶されていてもよい。この場合、調剤支援装置
１０は、必要に応じて、通信装置１３を介して棚番データ１２３及び薬品データ１２４を
読み出せばよい。
【００３０】
　＊＊＊動作の説明＊＊＊
　図５から図９を参照して、実施の形態１に係る調剤支援装置１０の動作を説明する。
　実施の形態１に係る調剤支援装置１０の動作は、実施の形態１に係る調剤支援方法に相
当する。また、実施の形態１に係る調剤支援装置１０の動作は、実施の形態１に係る調剤
支援プログラムの処理に相当する。
【００３１】
　＜図５のステップＳ１：処方箋登録処理＞
　患者から受け付けられた処方箋に示された情報が作業者によりレセプトコンピュータ３
０に登録される。処方箋に示された情報は、（１）患者の氏名及び住所等の患者情報、及
び、保険情報と、（２）処方箋を交付した医療機関名、診療科名、及び、医師名と、（３
）処方箋を交付した日付と、（４）薬品コード、剤形、分量、日数、総量を含む処方対象
の薬品情報とである。また、患者から病名、症状といった情報が得られた場合には、これ
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らの情報もレセプトコンピュータ３０に登録される。
【００３２】
　ステップＳ１の処理は、処方箋が受け付けられる度に実行される。そして、レセプトコ
ンピュータ３０には、１つ以上の処方箋についての情報が蓄積される。
【００３３】
　＜図５のステップＳ２：取得処理＞
　作業者によってレセプトコンピュータ３０が操作され、１つの処方箋、または同時に受
け付けた複数の診療科の処方箋が選択される。すると、選択された処方箋についての情報
がレセプトコンピュータ３０から調剤支援装置１０に送信される。取得部２１は、送信さ
れた情報を受信することにより、１つの処方箋、または同時に受け付けた複数の診療科の
処方箋についての情報を取得する。
　ここでは、取得部２１は、レセプトコンピュータ３０から、患者の氏名を含む患者情報
と、医療機関名と、医師名と、処方箋を交付した日付と、薬品情報とを取得する。
【００３４】
　＜図５のステップＳ３：明細処理＞
　表示部２４は、ステップＳ２で取得された情報を、ディスプレイ１５における、作業者
の視界の端の領域に表示する。
　この際、表示部２４は、薬品情報が示す処方対象の薬品について、薬品コードに対応す
る薬品データ１２４を検索して、その薬品が置かれた薬品棚を特定する。そして、表示部
２４は、図６に示すように、患者情報と、医療機関名と、診療科名と、医師名と、処方箋
を交付した日付とをヘッダとして表示するとともに、薬品情報については、薬品が置かれ
た薬品棚毎に分類して明細として、薬品棚のマーカとともに表示する。図６では、薬品棚
Ａには、薬品ａ，ｂが置かれており、薬品棚Ｂには、薬品ｃが置かれていることが示され
ている。
【００３５】
　＜図５のステップＳ４：マーカ読取処理＞
　調剤支援装置１０を装着した状態で作業者が移動し、薬品棚の前に立つ。すると、マー
カ読取部２２は、撮影装置１４によって薬品棚に設けられたマーカを読み取り、マーカに
対応する薬品棚を特定することにより、作業者の前にある薬品棚を特定する。
　図７に示すように、作業者が薬品棚Ａの前に薬品棚Ａの方を向いて立つと、マーカ読取
部２２は、薬品棚Ａに設けられたマーカを読み取り、作業者の前に薬品棚Ａがあると特定
する。
【００３６】
　＜図５のステップＳ５：位置表示処理＞
　表示部２４は、ディスプレイ１５を介して見える風景上の位置であって、ステップＳ４
で特定された薬品棚における処方対象の薬品が置かれた位置に重畳させて、薬品が置かれ
たことを示す画像を表示する。
　この際、表示部２４は、ステップＳ４で読み取られたマーカの位置及び大きさから、撮
影装置１４によって撮影された画像における基準点の位置を特定する。そして、表示部２
４は、特定された基準点の位置と、薬品データ１２４が示す薬品が置かれた薬品棚におけ
る位置を示すＸ座標及びＹ座標とから、画像を表示する位置を特定する。
　具体例としては、表示部２４は、撮影装置１４で撮影された画像のピクセル数における
マーカが占めるピクセル数の割合から、１ｃｍ（センチメートル）当たりのピクセル数を
計算する。表示部２４は、特定されたピクセル数と、棚番データ１２３に記憶されたマー
カの位置とから、薬品棚の基準点の位置を特定する。そして、表示部２４は、特定された
ピクセル数と、薬品データ１２４が示す薬品が置かれた薬品棚における位置とから、画像
を表示する位置を特定する。なお、表示部２４は、マーカの傾きから、薬品棚の正面に対
する調剤支援装置１０の角度を特定し、特定された角度を考慮して基準点の位置を特定し
てもよい。
　図７に示すように、作業者が薬品棚Ａの前に立った場合には、図８に示すように、表示
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部２４は、薬品棚Ａに置かれた薬品ａ，ｂについて、その薬品ａ，ｂが置かれた位置に重
畳させて画像を表示する。図８では、薬品が置かれた位置に丸型の画像が表示されるとと
もに、丸型の画像の横に薬品コードが示されている。
【００３７】
　なお、表示部２４は、定期的に薬品が置かれた位置を特定し直す。これにより、作業者
が移動して、位置がずれても、正しい位置に画像が表示される。
【００３８】
　＜図５のステップＳ６：薬品読取処理＞
　作業者によって処方対象の薬品がピッキングされる。この際、薬品読取部２３は、撮影
装置１４により、ピッキングされた薬品の薬品コードを示すバーコードのような識別画像
を読み取り、ピッキングされた薬品を特定する。識別画像は、薬品の容器と、薬品棚にお
ける薬品が置かれた位置との少なくともいずれかに示されており、薬品をピッキングする
際、容易に読み取ることができるようになっている。
【００３９】
　＜図５のステップＳ７：表示変換処理＞
　表示部２４は、図９に示すように、ステップＳ６で読み取られた識別画像によって特定
される薬品が置かれた位置に表示された画像を変化させる。図９では、薬品ｂがピッキン
グされ、ステップＳ６で薬品ｂの薬品コードを示す識別画像が読み取られたため、薬品ｂ
が置かれた位置に示された画像が丸型の画像から三角の画像に変化している。そして、三
角の画像の横に示された薬品コードに“済”の文字が付されている。また、明細として表
示された薬品コードにも“済”の文字が付されている。
【００４０】
　つまり、表示部２４は、ディスプレイ１５を介して見える風景上の位置であって、読み
取られたマーカに対応する薬品棚における処方対象の薬品が置かれた位置に重畳させて、
表示部２４によって薬品の薬品コードが読み取られたか否かに応じて異なる画像をディス
プレイ１５に表示する。
【００４１】
　ステップＳ４で特定された薬品棚に置かれた処方対象の薬品が全てピッキングされるま
で、ステップＳ６からステップＳ７の処理が繰り返し実行される。ステップＳ４で特定さ
れた薬品棚に置かれた処方対象の薬品が全てピッキングされると、処理がステップＳ４に
戻され、作業者が移動して他のマーカが読み取られる。処方対象の薬品が全てピッキング
されると、処理が終了する。
【００４２】
　＊＊＊実施の形態１の効果＊＊＊
　以上のように、実施の形態１に係る調剤支援装置１０は、ヘッドマウント型のディスプ
レイ１５を介して見える風景上の、処方対象の薬品が置かれた位置に、薬品が置かれたこ
とを示す画像を表示する。これにより、作業者は、処方対象の薬品が置かれた位置を速や
かに特定できる。したがって、薬品のピッキング作業を効率化させることができる。
【００４３】
　特に、実施の形態１に係る調剤支援装置１０は、薬品コードが読み取られていない薬品
と薬品コードが読み取られた薬品とで異なる画像が表示される。これにより、既にピッキ
ング済の薬品を重複してピッキングすることを防止できる。
【００４４】
　＊＊＊他の構成＊＊＊
　＜変形例１＞
　実施の形態１では、調剤支援装置１０の各部の機能がソフトウェアで実現された。しか
し、変形例１として、調剤支援装置１０の各部の機能はハードウェアで実現されてもよい
。この変形例１について、実施の形態１と異なる点を説明する。
【００４５】
　図１０を参照して、変形例１に係る調剤支援装置１０の構成を説明する。
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　各部の機能がハードウェアで実現される場合、調剤支援装置１０は、プロセッサ１１と
記憶装置１２とに代えて、処理回路１６を備える。処理回路１６は、調剤支援装置１０の
各部の機能及び記憶装置１２の機能を実現する専用の電子回路である。
【００４６】
　処理回路１６は、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム
化したプロセッサ、ロジックＩＣ、ＧＡ（Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＦＰＧ
Ａ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）が想定される。
　各部の機能を１つの処理回路１６で実現してもよいし、各部の機能を複数の処理回路１
６に分散させて実現してもよい。
【００４７】
　＜変形例２＞
　変形例２として、一部の機能がハードウェアで実現され、他の機能がソフトウェアで実
現されてもよい。つまり、調剤支援装置１０の各部のうち、一部の機能がハードウェアで
実現され、他の機能がソフトウェアで実現されてもよい。
【００４８】
　実施の形態２．
　実施の形態２は、薬品の剤形に応じて表示を変える点が実施の形態１と異なる。実施の
形態２では、この異なる点を説明する。
【００４９】
　薬品には、錠剤、顆粒剤、カプセル剤、液剤、軟膏、貼付剤といった複数の剤形がある
。錠剤、カプセル剤については、ＰＴＰ　（ｐｒｅｓｓ　ｔｈｒｏｕｇｈ　ｐａｃｋａｇ
ｅ）包装されている場合が多く、ピッキングしたものをそのまま患者に渡すことが可能な
場合が多い。これに対して顆粒剤については、患者の体重等に応じた分量毎に袋詰めした
上で患者に渡す必要がある。多くの薬局には、顆粒剤を袋詰めするための機械があり、機
械に顆粒剤を設置すれば、機械によって袋詰め作業が行われる。
　処方対象の薬品に、錠剤等と顆粒剤とが含まれている場合、先に顆粒剤をピッキングし
て袋詰めの機械に設置し、機械が袋詰めしている間に錠剤をピッキングすると、短時間で
処方対象の薬品を準備することができる。
【００５０】
　＊＊＊動作の説明＊＊＊
　図５及び図１１を参照して、実施の形態２に係る調剤支援装置１０の動作を説明する。
　実施の形態２に係る調剤支援装置１０の動作は、実施の形態２に係る調剤支援方法に相
当する。また、実施の形態２に係る調剤支援装置１０の動作は、実施の形態２に係る調剤
支援プログラムの処理に相当する。
【００５１】
　ステップＳ５以外の処理は、実施の形態１と同じである。
【００５２】
　＜図５のステップＳ５：位置表示処理＞
　表示部２４は、薬品の剤形に応じて異なる画像を表示する。
　具体例としては、図１１に示すように、優先的にピッキングを行うべき、顆粒剤のよう
な剤形の薬品（図１１では薬品ａ）については、星型の画像を表示し、他の薬品（図１１
では薬品ｂ）については丸型の画像を表示する。
【００５３】
　＊＊＊実施の形態２の効果＊＊＊
　以上のように、実施の形態２に係る調剤支援装置１０は、薬品の剤形に応じて異なる画
像を表示する。これにより、優先的にピッキングすべき薬品からピッキングすることがで
き、薬品のピッキング作業を効率化させることができる。
【００５４】
　＊＊＊他の構成＊＊＊
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　＜変形例３＞
　実施の形態２では、薬品の剤形に応じて異なる画像を表示した。変形例３として、優先
的にピッキングすべき一部の剤形の薬品について画像を表示し、画像を表示した一部の剤
形の薬品の薬品コードが薬品読取部２３によって読み取られた後に、他の剤形の薬品につ
いて画像を表示してもよい。この場合であっても、実施の形態２と同様に、優先的にピッ
キングすべき薬品からピッキングすることができる。
【００５５】
　実施の形態３．
　実施の形態３は、薬品の安全度に応じて表示を変える点が実施の形態１と異なる。実施
の形態３では、この異なる点を説明する。
【００５６】
　薬品には、毒薬、劇薬、麻薬といった取扱いに注意が必要な危険な種類のものが含まれ
る。これらの種類の薬品は、他の薬品と分けて貯蔵することが決められている。
　処方対象の薬品に、これらの種類の薬品が含まれている場合、先に他の薬品をピッキン
グし、後からこれらの種類の薬品をまとめてピッキングすると、危険な薬品を持ち歩かず
に済み、薬品の管理上適切である。
【００５７】
　＊＊＊動作の説明＊＊＊
　図５及び図１２を参照して、実施の形態３に係る調剤支援装置１０の動作を説明する。
　実施の形態３に係る調剤支援装置１０の動作は、実施の形態３に係る調剤支援方法に相
当する。また、実施の形態３に係る調剤支援装置１０の動作は、実施の形態３に係る調剤
支援プログラムの処理に相当する。
【００５８】
　ステップＳ５以外の処理は、実施の形態１と同じである。
【００５９】
　＜図５のステップＳ５：位置表示処理＞
　表示部２４は、薬品の安全度に応じて異なる画像を表示する。
　具体例としては、図１２に示すように、安全度が高く優先的にピッキングを行うべき薬
品（図１２では薬品ａ）については、丸型の画像を表示し、毒薬等の危険な薬品（図１２
では薬品ｂ）については四角型の画像を表示する。
【００６０】
　＊＊＊実施の形態３の効果＊＊＊
　以上のように、実施の形態３に係る調剤支援装置１０は、薬品の安全度に応じて異なる
画像を表示する。これにより、安全な薬品からピッキングすることができ、薬品の管理上
適切なピッキング作業を行うことができる。
【００６１】
　＊＊＊他の構成＊＊＊
　＜変形例４＞
　実施の形態３では、薬品の安全度に応じて異なる画像を表示した。変形例４として、安
全度の高い一部の薬品について画像を表示し、画像を表示した一部の薬品の薬品コードが
薬品読取部２３によって読み取られた後に、安全度の低い他の薬品について画像を表示し
てもよい。
【００６２】
　実施の形態４．
　実施の形態４は、他の薬品棚に処方対象の薬品があることを表示する点が実施の形態１
と異なる。実施の形態４では、この異なる点を説明する。
【００６３】
　＊＊＊動作の説明＊＊＊
　図５及び図１３を参照して、実施の形態４に係る調剤支援装置１０の動作を説明する。
　実施の形態４に係る調剤支援装置１０の動作は、実施の形態４に係る調剤支援方法に相
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支援プログラムの処理に相当する。
【００６４】
　ステップＳ５以外の処理は、実施の形態１と同じである。
【００６５】
　＜図５のステップＳ５：位置表示処理＞
　表示部２４は、ステップＳ４で読み取られたマーカに対応する薬品棚以外の他の薬品棚
に処方対象の薬品が置かれている場合には、処方対象の薬品が置かれている他の薬品棚の
方向を示す画像を表示する。
　処方対象の薬品ａ，ｂが薬品棚Ａが置かれており、薬品ｃが薬品棚Ｂに置かれていると
する。この場合、図１３に示すように、表示部２４は、薬品棚Ａに置かれた薬品ａ，ｂに
ついて、薬品ａ，ｂが置かれた位置に重畳させて画像を表示しているときに、薬品棚Ｂの
方を示す矢印を表示し、矢印の横に薬品棚Ｂに置かれた薬品の薬品コードである薬品ｃを
表示する。
【００６６】
　＊＊＊実施の形態４の効果＊＊＊
　以上のように、実施の形態４に係る調剤支援装置１０は、処方対象の薬品が置かれてい
る他の薬品棚の方向を示す画像を表示する。これにより、現在処理対象として薬品棚のピ
ッキング作業が終わった後に移動すべき方向を特定できる。したがって、薬品のピッキン
グ作業を効率化させることができる。
【符号の説明】
【００６７】
　１０　調剤支援装置、１１　プロセッサ、１２　記憶装置、１２１　メモリ、１２２　
ストレージ、１２３　棚番データ、１２４　薬品データ、１３　通信装置、１４　撮影装
置、１５　ディスプレイ、２１　取得部、２２　マーカ読取部、２３　薬品読取部、２４
　表示部、３０　レセプトコンピュータ。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 2017-174146 A 2017.9.28

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(15) JP 2017-174146 A 2017.9.28

【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月13日(2017.6.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　調剤作業を支援するヘッドマウント型のディスプレイを有する調剤支援装置であり、
　薬品棚に対応して設けられたマーカを読み取るマーカ読取部と、
　薬品の種類を識別する薬品コードを読み取る薬品読取部と、
　前記ディスプレイを介して見える風景上の位置であって、前記マーカ読取部によって読
み取られたマーカに対応する薬品棚における処方対象の薬品が置かれた位置に重畳させて
、前記薬品読取部によって前記位置に置かれた薬品の薬品コードが読み取られたか否かに
応じて異なり、かつ、薬品の剤形に応じて異なる画像を前記ディスプレイに表示する表示
部と
を備える調剤支援装置。
【請求項２】
　調剤作業を支援するヘッドマウント型のディスプレイを有する調剤支援装置であり、
　薬品棚に対応して設けられたマーカを読み取るマーカ読取部と、
　薬品の種類を識別する薬品コードを読み取る薬品読取部と、
　前記ディスプレイを介して見える風景上の位置であって、前記マーカ読取部によって読
み取られたマーカに対応する薬品棚における処方対象の薬品が置かれた位置に重畳させて
、前記薬品読取部によって前記位置に置かれた薬品の薬品コードが読み取られたか否かに
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応じて異なる画像を前記ディスプレイに表示する表示部であって、一部の剤形の薬品につ
いて前記画像を表示し、前記薬品読取部によって前記一部の剤形の薬品の薬品コードが読
み取られた後に、他の剤形の薬品について前記画像を表示する表示部と
を備える調剤支援装置。
【請求項３】
　前記調剤支援装置は、さらに、
　１つの処方箋についての処方対象の薬品についての薬品コードを取得する取得部
を備え、
　前記表示部は、前記取得部によって取得された薬品コードが示す処方対象の薬品につい
て、その薬品が置かれた位置に重畳させて、その薬品の薬品コードが読み取られたか否か
に応じて異なる画像を表示する
請求項１又は２に記載の調剤支援装置。
【請求項４】
　前記表示部は、薬品の安全度に応じて異なる画像を表示する
請求項１から３までのいずれか１項に記載の調剤支援装置。
【請求項５】
　前記表示部は、安全度の高い一部の薬品について前記画像を表示し、前記薬品読取部に
よって前記一部の安全度の高い薬品の薬品コードが読み取られた後に、安全度の低い他の
薬品について前記画像を表示する
請求項１から４までのいずれかに記載の調剤支援装置。
【請求項６】
　前記薬品コードは、前記薬品の容器と、前記薬品棚における前記薬品が置かれた位置と
の少なくともいずれかに示された
請求項１から５までのいずれかに記載の調剤支援装置。
【請求項７】
　前記表示部は、さらに、前記マーカ読取部によって読み取られたマーカに対応する薬品
棚以外の他の薬品棚に処方対象の薬品が置かれている場合には、処方対象の薬品が置かれ
ている前記他の薬品棚の方向を示す画像を表示する
請求項１から６までのいずれかに記載の調剤支援装置。
【請求項８】
　調剤作業を支援するヘッドマウント型のディスプレイで用いられる調剤支援プログラム
であり、
　薬品棚に対応して設けられたマーカを読み取るマーカ読取処理と、
　薬品の種類を識別する薬品コードを読み取るＩＤ読取処理と、
　前記ディスプレイを介して見える風景上の位置であって、前記マーカ読取処理で読み取
られたマーカに対応する薬品棚における処方対象の薬品が置かれた位置に重畳させて、前
記ＩＤ読取処理で前記位置に置かれた薬品の薬品コードが読み取られたか否かに応じて異
なり、かつ、薬品の剤形に応じて異なる画像を前記ディスプレイに表示する表示処理と
をコンピュータに実行させる調剤支援プログラム。
【請求項９】
　調剤作業を支援するヘッドマウント型のディスプレイで用いられる調剤支援プログラム
であり、
　薬品棚に対応して設けられたマーカを読み取るマーカ読取処理と、
　薬品の種類を識別する薬品コードを読み取るＩＤ読取処理と、
　前記ディスプレイを介して見える風景上の位置であって、前記マーカ読取処理で読み取
られたマーカに対応する薬品棚における処方対象の薬品が置かれた位置に重畳させて、前
記ＩＤ読取処理で前記位置に置かれた薬品の薬品コードが読み取られたか否かに応じて異
なる画像を前記ディスプレイに表示する表示処理であって、一部の剤形の薬品について前
記画像を表示し、前記ＩＤ読取処理によって前記一部の剤形の薬品の薬品コードが読み取
られた後に、他の剤形の薬品について前記画像を表示する表示処理と
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をコンピュータに実行させる調剤支援プログラム。
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